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第４項  2014年 12月 4日に施行された交通政策基本法に対する基本姿勢を明らかにすること。また、
鉄道関連施設の建設にあたり交通政策基本法３条２項に対する認識を明らかにすること。 

 

 

第５項  災害発生時に交通機能の低下を抑制し、その迅速な回復に資する災害の発生時における避難の
ための移動に対応していくための対策を明らかにすること。 

第６項  JR 東日本として、国、地方公共団体、交通関連事業者、交通施設管理者、住民その他の関係
者が相互に連携と協働を図るための考え方を明らかにすること。また、関係者相互間の連携と
協働を促進するために必要な施策を講じること。 

 

第７項  交通政策基本法に基づき、業務に従事する社員の意見を踏まえたリスク軽減策の実施に関する
考え方を明らかにすること。 

 

 

 

 


